
令和７年６月定例県議会（本会議）における答弁要旨 
（質問日：令和７年６月３日） 

（代表・一般）         部（局・庁）・課（室）名 健康福祉部 高齢者福祉課 

質問者 立憲民 菊岡 たづ子 議員 

質 問 要 旨 答  弁  要  旨 答弁者 

 

７．介護・医療の人材確保について 

（１）介護現場における業務改善

に向けて、県はどのように 

支援しているのか。また、 

今後、どのように支援してい

くのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 介護現場における業務改善は、喫緊の課題

であり、県では、介護事業所の業務改善を総合

的に支援するため、介護ロボットやＩＣＴの

導入など介護現場の業務改善の取組に関する

相談にワンストップで対応し、アドバイザー

の派遣や研修などを行う、介護業務効率アッ

プセンターを昨年４月に設置しました。 

 

２ 昨年度、センターでは、１６７事業所からの

相談に対応し、そのうち希望のあった６３ 

事業所には伴走型支援や研修を実施しまし

た。また、センターで助言を受けた事業所を 

含め、延べ５２４事業所に対し、県において、

介護ロボット等の導入経費の補助を行った 

ところです。 

 

３ さらに、今年度は、新たに、地域を牽引する

モデル介護事業所を養成し、業務改善のノウ

ハウの普及を図るとともに、介護助手の効果

的な活用等タスクシフトに関する研修を実施

するなど、一層の業務改善が進むよう取り組

んでまいります。 

 

 

副知事 

高梨 みちえ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 7 年６月定例県議会（本会議）における答弁要旨 
（質問日：令和７年６月３日） 

（代表・一般）        部（局・庁）・課（室）名 健康福祉部健康福祉指導課 

質問者 立憲民主党 菊岡 たづ子議員 

質 問 要 旨 答  弁  要  旨 答弁者 

７．介護・医療の人材確保につい

て 

（２）外国人介護人材の定着に向

けて、県はどのように取り組ん

でいるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（再質問） 

更なる外国人介護人材の確保

に向け、県独自の取組を実施すべ

きと思うがどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 高齢化が進行し、介護人材の不足が見込ま

れる中、増加する介護ニーズに的確に対応す

るためには、介護福祉施設等における外国人

介護人材の定着を図ることが重要です。 

 

２ このため県では、令和元年度に「千葉県 外

国人介護人材支援センター」を設置し、日本

語、英語、ベトナム語で対応できる     

相談員が、外国人介護職員や外国人受入施設

等からの業務や生活上の相談に応じているほ

か、受入施設の管理者向け研修会や、     

外国人介護職員等の交流会などを実施し、定

着に結びつくよう支援しています。 

 

３ また、近年のネパール人の留学生や介護職

員の増加を踏まえ、今年度はネパール語に対

応できる相談員の増員を予定しており、  

引き続き、外国人介護人材の状況を把握しな

がら、定着に向けた支援を実施してまいりま

す。 

 

 

県では、介護職への就業を目指すベトナム人

留学生等を支援する「留学生受入プログラム」を

令和元年度から実施しています。 

 

また、国家戦略特区制度を活用して、本プログ

ラム参加者については、必要な介護技術の習得

などの要件を満たせば、介護福祉士の資格を取

得しなくても長期的に業務に従事できる制度の

提案を行い、国において、議論いただいていると

ころです。 

 

引き続き、外国人介護人材の状況を踏まえ、確

 

 

副知事 

高梨 みちえ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

保対策に取り組んでまいります。 

 

 

 



令 和 ７ 年６ 月定 例 県 議会 （本 会 議 ）に おけ る 答 弁要 旨 
（質問日：令和７年６月３日） 

（代表・一般）          部（局・庁）・課（室）名 健康福祉部 医療整備課 

質問者 立憲民 菊岡 たづ子 議員 

質 問 要 旨 答  弁  要  旨 答弁者 

 
７．介護・医療の人材確保につい

て 
（３）臨床研修修了者の県内定着

率はどうか。また、県は、若手

医師の定着促進のため、今後ど

のような支援を行っていくの

か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（要望） 
国においては、医学部地域枠設

定のための臨時定員増について、

令和 9 年度以降の見直しを検討

する方針が示されている。若手医

師の増加にもつながる、この暫定

措置を一律に終了してしまうこと

に対し、本県の地域医療対策協議

会においても懸念が示されてい

る。 
県としても、この地域医療対策

協議会における協議の結果を尊重

し、臨時定員増について恒久定員

 

１ 臨床研修修了者の県内定着率はここ数年、 

概ね横ばいで推移しており、令和６年３月末の

研修修了後に県内で働いている医師の割合は、

５３．１％と約半数にとどまっています。 

 

２ 本県の医療体制の構築にあたって、若手の 

医師が県内で研鑽を積み、長期に定着すること

は重要であり、県では、千葉県医師キャリアア

ップ・就職支援センターを設置し、県内の大学、

医療機関と連携して、医師のキャリア形成に 

寄り添った定着支援を行っています。 

 

３ また、地域に根差した医療を志す医師らに 

よる草の根の取組を支援することも、医師の 

定着に有効と考えられることから、県全体の 

若者施策も踏まえ、新たに若手医師等のグルー

プによる学習活動への支援に係る経費を６月

補正予算に計上したところであり、スキルアッ

プとともに地域での交流や仲間づくりを促進

することで、更なる若手医師の確保・定着に 

努めてまいります。 

 

知事 

熊谷 俊人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



内の地域枠の設置を要件とするこ

となく、地域枠の申請ができるよ

う、国に求めていると聞いている。 
引き続き、国への粘り強い働き

かけ、県内の若手医師の定着促進

に向けて、尽力いただくよう強く

要望する。 
 
 
 
 
 

 




